
九州管内の⽔⼒発電の現状

令和８年２⽉１９⽇

九州産業保安監督部 電⼒安全課
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 九州管内には⽔⼒発電所は２５８箇所あり、総出⼒は４，２７８MW。このうち、宮崎県内の発電所は約５割。

 近年、新設される⽔⼒発電所は、農業⽤⽔路を活⽤する⼩規模設備が中⼼であり、⼯事計画は直近３年間で２件。
（令和５度︓１件、令和６年度︓０件、令和７年度︓１件）

 200kW未満88件（公表されているFIT・FIP制度事業計画認定（令和7年12⽉末現在）により当課集計）
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１．九州の⽔⼒発電所の概要

※九州産業保安監督部調べ

【県別発電所数および出⼒（⼩規模を除く。建設⼯事中を含む） 令和８年１⽉末現在】
出⼒計
（MW)発電所計（箇所）

２２１９福岡県
６５８１７佐賀県

１６⻑崎県
８１７５６熊本県
３１５４８⼤分県

２，２０４５９宮崎県
２６１５３⿅児島県

４，２７８２５８計
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事故報告の内訳
１感電等による死傷

５５破損事故
１２発電⽀障
０ダムの異常放流

＜全 国＞
 直近３年間における事故発⽣状況は、令和４年度︓２８件、令和５年度︓１７件、令和６年度︓１９件。
 令和４年度〜令和６年度までに発⽣した６４件の事故のうち、最も多いものは破損事故の５５件で、主な原因は保守不
備及び⾃然劣化（⾃然災害は除く）による事故。※詳細は下表

近年の⽔⼒発電所における事故発⽣状況について
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2．⽔⼒発電所の事故発⽣状況

※事故報告の対象となったもので、詳報公表システムで最終報告提出済みの事故を集計しています。
※⽔⼒発電所（⽔⼒設備、電気設備）を集計しています。
※１件の事故が複数項⽬に該当する場合があるため、数が合わない場合があります。

事故原因分類（推定含む）
件数⼩分類⼤分類
７製作不完全設備不備
３施⼯不完全設備不備
８保守不完全保守不備

１８⾃然劣化保守不備
２１⾃然災害
１作業者の過失故意・過失
５その他
１不明

＜九 州＞
 直近３年間の事故発⽣状況は令和４年度︓５件、令和５年度︓４件、
令和６年度︓０件。

 ９件の事故のうち、８件が⾃然災害による事故で、全て夏季（６⽉〜９⽉）
に発⽣。

破損事故の内訳
１４⽔⾞３ダム
８取⽔設備１８導⽔路
３⽔圧管路３放⽔路
５発電機１遮断器

※九州産業保安監督部調べ
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＜事故経緯＞

 発電所周辺での湧⽔を確認し、導⽔管埋設部分での漏⽔の可能性があるため発電を⼿動停⽌。

 掘削調査を実施したところ、埋設配管（ＦＲＰＭ管φ７００）が破損していることを確認。

＜事故原因＞

 ＦＲＰＭ管の設置に際しては、アンカー固定部周囲に２ｍの短管を⽤いることが推奨
されているが、当該設備では６ｍの直管が使⽤されており、可とう性が低下した可能性。

 また、配管の損傷部周辺でコンクリート⽚を確認。

 さらに、事故発⽣の数⽇前に、発電所周辺地域で震度３を観測。

 以上より、配管割付位置が変更され、配管の可とう性が低下していた状態で、配管周辺
にコンクリート⽚が接触してたところへ地震による応⼒が加わり、配管が損傷したもの
と推定。

＜再発防⽌対策＞

 導⽔管の復旧⼯事にあたって、メーカーが推奨する間隔で継⼿を設ける。

 埋め戻し作業にあたっては、異物が混⼊しないように施⼯する。
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３．⽔⼒発電所の事故事例（１）

損傷した配管



＜事故経緯＞
 地元住⺠から「普段流れていない箇所からの流⽔」の連絡を受け現場を確認。
 取⽔を停⽌するとともに、⽔路を抜⽔したところ、当該箇所からの流⽔量の減少を確認。
 現地調査の結果、導⽔路内の複数の岩盤開⼝部からの漏⽔を確認。
＜事故原因＞
 破損した導⽔路は、⼤部分がコンクリートで巻いていない岩盤⽔路。
 導⽔路内の漏⽔推定箇所付近の岩盤には、クラックを複数確認。
 ⽔路内からの漏⽔は、これら複数の岩盤のクラックから漏出したものと推定。
 導⽔路周辺の地表では、断層⾯の露頭が複数箇所で認められ、河岸部から斜⾯⾼標⾼部まで連続した断層⾯が分布（推
定）。

 ⾵化が進⾏した導⽔路の複数の岩盤のクラックから漏出した⽔が、断層⾯を通じて地表部まで漏れ出たと推定。
＜復旧措置＞
 ⽔路内の漏⽔推定箇所の岩盤のクラックのうち⽐較的⼤きな部分を⽌⽔モルタルで埋める補修を実施。
 更に、上記補修範囲の⼀部については、側壁とアーチ部をポリマーセメントモルタルを⽤いたモルタル吹付(t=10cm)
による巻⽴補修を実施 。

 補修完了後、⽔路内を試験通⽔し、漏⽔がないことを確認。
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３．⽔⼒発電所の事故事例（２）



＜再発防⽌対策＞

 今回地表部に漏⽔が確認された箇所の漏⽔状況を定期的に⽬視確認。

 導⽔路の今回補修箇所について、⽔路内部点検時に異状がないか⽬視確認。
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３．⽔⼒発電所の事故事例（２）

導⽔路（コンクリートで巻い
ていない岩盤部分）

導⽔路コンクリート巻⽴部

岩盤のクラック

岩盤のクラック（拡⼤）

補修（⽌⽔モルタル）

補修（モルタル吹付巻⽴）

漏⽔箇所（補修前）

漏⽔箇所（補修後）



＜事故経緯＞
 発電所の電気設備の撤去⼯事にあたり、⼯事管理責任者と施⼯業者の作業員（３名）は撤去⼯事現場とは別の場所で集
合することを予定していた。

 ⼯事管理責任者は予定どおり、集合場所に到着。⼀⽅、施⼯業者の作業員３名は誤って、電気設備を撤去する発電所に
到着。

 施⼯業者の作業員から⼯事管理責任者へ電話があり、このまま現地調査を⾏いたい旨申し出があった。
 ⼯事管理責任者は、撤去予定の電気設備のある変電設備柵内には⽴ち⼊らないことを指⽰していたが、施⼯業者の作業
員３名は指⽰を無視し、施錠された⼊⼝ゲート隣の隙間を通って変電設備柵内へ侵⼊。

 作業員のうち２名が図⾯で打合せをしていたところ閃光が発⽣し、その⽅向を⾒ると、もう１名の作業員が倒れる姿を
確認。

 倒れた作業員は感電しており、他の作業員が直ちに緊急通報。
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３．⽔⼒発電所の事故事例（３）

←事故発⽣直前の打合せの
様⼦

事故発⽣直後の様⼦→



＜事故原因＞
 施⼯業者の作業員３名は、⼯事管理責任者の⽴⼊禁⽌の指⽰を無視して変電設備柵内へ侵⼊。
 感電した作業員は、活線作業との認識がないまま⾦属製スケールを、撤去予定であった電気設備の充電部⽅向に伸ばし、
誤って充電部に接触したと推定。

＜再発防⽌対策＞
 変電設備の⼊⼝ゲート隣の隙間から侵⼊できないようゲートを拡張。
 変電設備の活線エリアに侵⼊できないようにバリケードを設置。
 変電設備柵に注意喚起表⽰を設置。
 感電の危険性を⽰す注意喚起資料を⼯事委託先へ発信して労働災害防⽌
に努めるように指⽰。
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３．⽔⼒発電所の事故事例（３）

感電時の作業（イメージ）
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３．⽔⼒発電所の事故事例（３）

変電設備 活線エリアへの通路

通路にゲートを設置 変電設備⼊⼝ゲートを拡張

変電設備⼊⼝ゲート

注意喚起表⽰
を設置

ここから侵⼊



＜事故経緯＞
 豪⾬により、取⽔⼝設備が⼀部破損。
＜事故原因＞
 多量の⽔と流⽊が取⽔⼝に流⼊したことにより、取⽔⼝設備が破損したと推測。
＜再発防⽌対策＞
 排砂⾨の最⼤開放⾼を１，３００ｍｍから２，０００ｍｍへ変更し、流⽔⾯積の確保。
 洪⽔・⼤⾬が予想される際は、事前に排砂⾨の開放する。

13

３．⽔⼒発電所の事故事例（４）



 （独）製品評価技術基盤機構（NITE）は、電気事業法に基づく事故情報を全国規模で 集約したデータベースを構築し、
そのデータベースに基づいた事故の情報を公開しています。

 現時点の公開データは令和２年４⽉以降に発⽣した事故を公開しています。なお、原因・再発防⽌等が未確定のものは
公表されていません。

＜詳報公表システム＞

https://www.nite.go.jp/gcet/tso/shohopub/search

※条件検索やキーワード検索に対応しており、九州だけでなく
全国の⽔⼒発電所の事故が公表されています。
研修や⽇常業務における事故防⽌に、ぜひ活⽤ください︕

※また、速報および詳報の作成・提出が可能です。
報告にあたっては、本システムをご利⽤ください。

詳報公表システムについて
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３．⽔⼒発電所の事故

出典︓niteホームページ
「⽇本初︕電気設備の事故情報⼀元化を実現! 
〜情報公開により再発防⽌に貢献!!」



 詳報の原因欄には、設置者が調査した事故原因の結果に基づき、原因分類表に従った原因分類を記載する
必要があります。

 令和７年４⽉に原因分類表が改正されました。以降は、新しい原因分類表に基づき、原因分類を記載して
ください。

原因分類表について
https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/denki/jiko/geninbunruihyo.pdf

事故の原因分類表について
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３．⽔⼒発電所の事故
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 技術基準の適合状況の確認
 保安規程の遵守状況の確認

・保安管理体制、保安教育、電気⼯作物の巡視、点検及び検査、事故時⾮常時の措置 等
 主任技術者の保安監督の実施状況(⼯事、維持及び運⽤)の確認
 事故分析と事故防⽌対策の実施状況の確認
 その他

⽴⼊検査の⽬的(法令遵守状況の確認)
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4．⽔⼒発電所の⽴⼊検査

⽴⼊検査対象事業所の選定(主なもの)

検査対象発電所は、以下に該当する事業所を中⼼に選定
 報告対象事故の発⽣したもの
 技術基準に適合するよう改善を命じられたもの
 経年劣化の恐れのあるもの
 新技術、使⽤実績の少ない技術を⽤いたもの
 事故発⽣時の社会的影響が⼤きいもの 等



＜主任技術者関係＞
 ダム⽔路主任技術者選解任届出書の提出がない。 （法第43条第3項）
＜保安規程関係＞
 保安規程に定める教育年度計画が⽴案されていない。
 保安規程に定める協定書が確認できない。
 保安規程に基づく点検頻度で導⽔路の内部点検（３年に１回）が実施されていない。
 ダム⽔路設備において、外部点検（⽉次）における周辺地⼭の状態確認、外部精密点検（年次）における掃除・⻲裂補
修等⼿⼊れ点検について、巡視・点検の基準に基づき実施していない。

⽴⼊検査でのおもな指摘事項
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4．⽔⼒発電所の⽴⼊検査
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５．その他

⼯事計画届
主任技術者選任

保安規程技術基準
適合義務

出⼒等条件
ダム⽔路電気

要要要要有
ダムを伴う
⼜は最⼤出⼒200kW以上
⼜は最⼤使⽤⽔量１㎥/s以上

不要不要要要有
【⼩型のもの】ダムを伴うものを除き

かつ最⼤出⼒20kW以上200kW未満
かつ最⼤使⽤⽔量１㎥/s未満

不要不要要要有

【特定の施設内に設置されるもの】
・農業⽤⽤排⽔施設（ダムを除く）に設置されるもの
・⽔道法、⼯業⽤⽔法に定める導⽔施設、浄⽔施設
⼜は送⽔施設に設置されるもの ＊ダムは有しない
・下⽔道法に定める終末処理場に設置されるもの
＊ダムは有しない

不要不要不要不要有
＜⼀般⽤電気⼯作物（⼩出⼒発電設備）＞
ダムを伴うものを除き
かつ最⼤出⼒20kW未満
かつ最⼤使⽤⽔量１㎥/s未満⼜は特定の施設内
に設置されるもの



九州産業保安監督部のホームページについて
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５．その他

 法令改正、注意喚起⽂書等各種情報の⼊⼿にご利⽤ください

 インターネットでの検索キーワードは「九州産業保安監督部」

○お知らせ
⇒ 随時、最新情報を提供

○申請・届出
⇒ 各種様式他

○関係法令
⇒ 関係法令を⼀覧表⽰

○講演・会議資料
⇒ DS会議資料他

○資格・試験
⇒ DS主任技術者実務経

験証明書記載例



最新の法令確認について

23

５．その他

 法令改正、注意喚起⽂書等各種情報の⼊⼿にご利⽤ください

 インターネットでの検索キーワードは「九州産業保安監督部」

• 九州産業保安監督部ＨＰ

• 産業保安法令

• 電気事業法等

法、規則(条⽂)

技術基準(条⽂)

報告規則(条⽂)

告⽰等(技術基準の解釈、保安規程、主任技術者の選任の運⽤等）

https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/index.html

https://www.meti.go.jp/policy/safety security/indus
trial safety/law/index.html



保安ネットのご利⽤について
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５．その他

保安ネットでできること
１.電⼦申請

 24時間365⽇ いつでも届出・申請が可能
 ⼊⼒補助機能でミス無く簡単に⼊⼒できる
 再提出や以前申請した内容の変更⼿続が簡単にできる
 届出・申請の履歴および処理状況の確認が簡単にできる
 承認後の通知⽂書がネットで閲覧・確認できる

２.簡易申請（電⼦申請対象⼿続を除く）
 24時間365⽇ いつでも届出・申請が可能

※保安ネットをご利⽤される⽅は、まず、GビズIDのアカウントを取得してください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
なお、代⾏申請される⽅は、エントリーアカウントは利⽤できませんのでご注意ください。

保安ネットポータル

詳しくは「保安ネットポータル」で検索保安ネットはこんな⽅にオススメです︕︕
「郵送したけど、届いたか不安・・・」
「申請・届出の進捗状況が知りたい・・・」
「過去の申請・届出した内容がわからない・・・」



お知らせ
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５．その他

九州産業保安監督部Ｘ（旧Twitter）

電気・都市ガス・LPガス・⾼圧ガス・⽕薬類・鉱⼭に関する保安情報を発信しています。

九州産業保安監督部公式アカウント
https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/kantokubu/X.html

九州産業保安監督部メールマガジン「きゅうさんぽ」

電気・都市ガス・LPガス・⾼圧ガス・⽕薬類・鉱⼭に関する最新の保安情報などを、⽉２回程度
メールでお届けしています。無料でご利⽤いただけますので、この機会にぜひご登録ください。

メールマガジン「きゅうさんぽ」読者等募集
https://www.safety-kyushu.meti.go.jp/kantokubu/mailmagazine.html


